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空家等管理活⽤⽀援法⼈について

更新⽇︓令和5年12⽉13⽇  ページID︓P0033277 印刷する

 空家等管理活⽤⽀援法⼈の指定について

 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）の⼀部改正により、法第23条第1項に
基づく「空家等管理活⽤⽀援法⼈」の指定制度が新たに始まりました。
 この制度は、⼀定の基準を満たす法⼈からの申請に対して、市が「空家等管理活⽤⽀援法⼈」として
指定を⾏い、指定を受けた法⼈が法第24条各号の業務を実施することで、不⾜している専⾨知識の補完
をすることができ、空き家対策の推進に寄与するものです。
 本市における空家等活⽤⽀援法⼈の指定に関する事務⼿続きについては、以下の要綱を御確認くださ
い。
 

 ・ ⼋王⼦市空家等管理活⽤⽀援法⼈の指定等に関する事務取扱要綱（PDF形式 962キロバイト）

 空家等管理活⽤⽀援法⼈の申請について

  本市では、必要に応じて関係団体等に委託等を⾏い、法第24条各号に列挙されている業務を既に実
施しております。
 申請を検討されている⽅は、事前に御相談ください。
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郵便番号︓192-8501  東京都⼋王⼦市元本郷町三丁⽬24番1号 [ 地図・フロア案内 ]

電話︓ 042-626-3111（代表）  午前8時30分から午後5時まで （⼟曜、⽇曜、祝⽇は、閉庁です。）
法⼈番号︓ 1000020132012
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